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令和６年度指定介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメント業務を委託する指定居
宅介護支援事業者について  
 
Ⅰ 委託事業者変更の報告 
令和６年２月１５日開催の山口市地域包括支援センター運営協議会において、株式会

社河村福祉サービス海の家は、委託要件に適合する事業所であると認められ、令和６年
４月からの委託予定事業者として承認されました。 
その後、令和６年４月１日から利用者が同一法人内の別の事業所に移動したことから

本運営協議会で報告を行うものです。 
（新） 

法  人  名  株式会社河村福祉サービス 
事 業 所  名  株式会社河村福祉サービス 
事 業 所 住 所  宇部市大字川上７２０－９ 
事 業 所 番 号  ３５７０２００４３０ 
委 託 年 月 日  令和６年４月１日 
介護支援専門員数  ４名（常勤４名） 

（旧） 
法  人  名  株式会社河村福祉サービス 
事 業 所  名  株式会社河村福祉サービス 海の家 
事 業 所 住 所  宇部市東岐波１４６４－１ 
事 業 所 番 号  ３５７０２０３３７６ 
委 託 年 月 日  令和６年４月１日 
介護支援専門員数  ３名（常勤３名） 

 
Ⅱ 市外の指定居宅介護支援事業者への業務委託について 

(１)本市が市外の指定居宅介護支援事業者（以下「市外事業者」）に対し指定介護予防支
援業務及び介護予防ケアマネジメント業務の一部（以下「一部業務」）を委託すること
ができるのは、次のいずれかに該当する場合としています。 
①市外事業者が所在する市町村の地域包括支援センター運営協議会が、当該市外事

業者に一部業務を委託できる事業者として承認しているとき。 
②当該市外事業者が、市外事業者が所在する市町村の指定介護予防支援事業所と

の一部業務の委託契約に基づき一部業務を実施しているとき。 
(２)一部業務の委託契約締結後は直近の運営協議会において報告します。 

 
※委託契約にあたり、Ⅱ（１）②の条件を満たしていることを宇部市へ確認しています。 


